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水 産 庁

ブラウントラウトの利用実態について

１．生産量等

生産量 経営体数 鮮魚出荷 放流量 漁業権数 管理釣り場

（ルアー、フ

ライ等）

※1 ※2 ※3100トン 調査中 ほとんど無し 約11万尾 5件 122ヶ所

（4府県）

※1 養鱒業者からの聞き取りによる推定

※2 漁業権漁場における放流量の合計（平成１６年度）

※3 ガイドブック及びWeb Site情報から得られた全266ヶ所中の数（餌釣りを主体とす

るいわゆるマス釣り堀は含まれない ）。

２．漁業権免許状況

※漁業権者名 漁場区域 年間遊漁者数

栃木県

中禅寺湖漁協 中禅寺湖及び流入河川 約１万７千人

栃木県鬼怒川漁協 東古屋湖（ダム湖）及び流入河川 約 ９千人
ひ が し ご や

神奈川県

芦之湖漁協 芦ノ湖 約４万４千人

山梨県

忍草漁協 桂川（相模川上流域河川） 約１万２千人
しぼくさ

大阪府

芥川漁協 芥川（河川） 約１万１千人

※１６年度実績（ただし、遊漁者数は漁業権漁場における他の魚種を含む全体の数 ）。

３．利用者による評価

（１）生産者

養鱒業の経営において、販売先の確保や取扱い魚種の多様性を確保する

ことが有利に働くことから、管理釣り場からの確実なニーズが存在するブ

ラウントラウトの生産は、欠かすことができない。
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（２）漁業権漁場

ブラウントラウトは、ニジマスとともにマス類の中では遊漁者からの人

気が高い魚種であることから、漁業権魚種として重要であり、また、多く

の遊漁者が訪れることから地域経済振興に貢献している。なお、自然再生

産が難しいため、放流による管理を行わないと資源の維持は困難である。

（３）管理釣り場業者

管理釣り場を訪れる釣り人の間では、ニジマスとは異なる性質を持つ釣

り対象魚として、ブラウントラウトの人気が高いことから、顧客サービ

スや競争力確保等の観点から一定量のブラウントラウトを放流する必要

がある。


